
 令和５年７月19日  

保護者 様 

 松前町立岡田中学校  

校長 保氣口 勝之  

 

夏季休業中におけるタブレットの持ち帰りについて 

 

保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育に御理解、御協力をい

ただきありがとうございます。 

さて、本校では教育活動の一環として、タブレットの持ち帰り学習を実施し

ているところですが、夏季休業期間についても、ICT教育の拡充や家庭学習支

援のため、持ち帰り学習を実施します。 

お子様がタブレットを自宅に持ち帰った際には、別添「タブレットの持ち帰

りルール」をお子様と一緒に確認し、保護者管理の下、活用していただきます

と共に、これを機にお子様の使用方法や使用時間など、ご家庭でのルール作り

もお願いします。 


